
福井市危険ブロック塀除却事業補助金交付要綱 

 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、通学路に面し、地震等の自然災害により倒壊の危険性があるブロッ

ク塀の除却又は建替えを行う者に対し、福井市危険ブロック塀除却事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付することについて、福井市補助金等交付規則（昭和４８年福井市

規則第１１号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
 

（用語の定義） 
第２条 この要綱における用語の定義は、次に定めるところによる。 
（１）学校 福井市学校設置条例（昭和４２年福井市条例第２７号）第２条及び第３条に

規定する小学校及び中学校 
（２）通学路 学校に通う児童又は生徒が登下校に使用している道路をいう。 
（３）ブロック塀 れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造又は補強コ

ンクリートブロック造の塀をいう。 
（４）危険ブロック塀 高さ８０ｃｍ以上のブロック塀であって、耐震診断の結果、倒壊

の危険性があると判断されたものをいう。 
（５）県産材 県内で伐採された原木を原則として県内で加工した木材をいう。 
（６）建替え 除却後に塀を設置するものをいう。ただし、建替え後の塀に県産材を使用

する場合に限る。 
 

（補助対象工事） 
第３条 補助金の交付の対象となる工事は、学校への通学路に面する危険ブロック塀の除

却（一部除却を含む）又は建替えとする。 
  
（補助対象者） 
第４条 補助金の交付の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。 
（１）危険ブロック塀の所有者 
（２）市税の滞納がない者 

 
（補助対象経費及び補助金の額） 
第５条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象者が行う補助対象工事に要する費用

とし、補助金の額は、予算の範囲内で次に掲げる額を合算した額とする。（千円未満の端

数があるときは、これを切り捨てた額とする。） 
（１）危険ブロック塀の除却に要する費用の３分の２の額又は除却する危険ブロック塀の

見付面積に１平方メートル当たり４，０００円を乗じて得た額のうちいずれか低い額

とし、その額は、１００，０００円を限度とする。 
（２）危険ブロック塀の建替えに要する費用の３分の２の額又は設置する塀の見付面積に

１平方メートル当たり２０，０００円を乗じて得た額のうちいずれか低い額とし、そ

の額は、１００，０００円を限度とする。 
２ 補助金の交付は、一の敷地につき１回限りとする。 
 
（交付申請） 
第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「対象者」という。）は、福井市危険ブロ

ック塀除却事業補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に申請しな



ければならない。 
２ 危険ブロック塀の建替えに係る交付申請をする場合は、危険ブロック塀の除却と併せ

た交付申請としなければならない。 
 
（交付決定等） 
第７条 市長は、前条に規定する申請があったときはその内容を審査し、交付することを

決定したときは、福井市危険ブロック塀除却事業補助金交付決定通知書（様式第２号）

により、対象者に通知するものとする。 
２ 対象者は、前項に規定する通知を受ける前に、補助対象工事の契約を締結してはなら

ない。 
 
（変更及び辞退） 
第８条 前条第１項に規定する交付決定を受けた対象者が申請の内容を変更する場合は、

速やかに福井市危険ブロック塀除却事業補助金変更承認申請書（様式第３号）に内容を

確認できる書類を添えて市長に提出しなければならない。 
２ 市長は前項に規定する変更申請があったときは、申請内容を審査し、補助金の変更を

承認したときは、福井市危険ブロック塀除却事業補助金変更承認通知書（様式第４号）

により対象者に通知するものとする。 
３ 前条第１項の通知を受けた対象者が、補助金の交付を辞退する場合は、速やかに福井

市危険ブロック塀除却事業補助金辞退届（様式第５号）を市長に提出しなければならな

い。 
 

（工事の完了期限） 

第９条 対象者は、補助対象年度の２月末までに補助対象工事を完了しなければならない。 

 
（実績報告） 
第１０条 対象者は、補助事業が完了したときは、速やかに福井市危険ブロック塀除却事

業実績報告書（様式第６号）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 
 
（補助金額の確定） 
第１１条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書の

内容を審査し、適正と認められる場合は、補助金の額を確定し、速やかに福井市危険ブ

ロック塀除却事業補助金交付額確定通知書（様式第７号）により対象者に通知するもの

とする。 
 
（交付請求） 
第１２条 前条に規定する通知を受けた対象者は、速やかに福井市危険ブロック塀除却事

業補助金交付請求書（様式第８号）により、補助金の交付の請求を市長に行わなければ

ならない。 
２ 市長は、前項の請求を受けた場合は、当該請求を行った対象者に対して補助金を交付

するものとする。 
 
（調査等） 
第１３条 市長は、申請内容等に関して必要な調査を行うことができる。 
 
 



（交付の取消し） 

第１４条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）虚偽その他の不正行為により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。 

（２）その他、市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消したときは、その取消しに

係る補助金について、期限を定めて、既に交付した金額の全部又は一部を返還させるも

のとする。 

 

（書類等の保管） 

第１６条 対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の

翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

 

（個人情報の利用目的） 

第１７条 市長は、本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を

達成するために必要な限度において、国及び県へ提供することができる。 

 
（委任） 
第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 
附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
（失効） 
２ この要綱は、令和８年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付の決

定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有する。 
 
附 則 
この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 
附 則 
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定は、令和６

年３月３１日から施行する。 
 


